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Abstract 

Ecological and epidemiological aspects of health were discussed. This article includes following items. 

• Definition of health 

• Ecology and epidemiology 

• The natural history of any disease of man , and levels of application of preventive measures 
• The strategy of preventive medicine 

• Primary health care and health promotion 

• Preventive measures against lifestyle related diseases

(J.Aomori Univ.Health Welf.3 (1) :83 — 88, 2001)
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1.健 康 と は

世 界 保 健 機 関(WHO)の ホ ー ム ペ ー ジ か らWHO憲 章

(CONSTITUTION　 OF　 THE　 WORLD　 HEALTH

ORGANIZATION)1)を み る と 、 そ こ に健 康 の 定 義 が 述

べ られ てい る。“Health　is　a　state　of　complete　physical,　mental

and　social　we11-being　and　not　merely　the　absence　 of　disease

or　infirmity”(健 康 は 身 体 的 に も精 神 的 に も社 会 的 に も完

全 に良 好 な状 態、を い い 、 単 に 病 気 が な い とか病 弱 で な い

とい う こ とで は な い)と あ る 。 こ の 憲 章 は1946年 、 国 際

保健 会 議(ニ ュ ー ヨー ク)で 採 択 され 、61力 国 が こ れ に

調 印 し、1948年 、 国 際 連 合 に 加 盟 す る26力 国 の批 准 を終

え て 効 力 を発 生 した 。

1998年 のWHO執 行 理 事 会 に お い て 、WHO憲 章 全 体 の

見 直 し作 業 の 中 で 、「健 康 」 の 定 義 を“Health　is　a　dynamic

state　of　complete　 physical,　mental,　spiritual　and　social　well-

being　and　not　merely　the　absence　of　disease　or　infi㎜ity"と 改

め る(下 線 部 追 加)こ とが 議 論 され た2)。1998年 のWHO

執行 理 事 会 で は 、(1)Spiritualityは 人 間 の 尊 厳 の 確 保 や

Quality　of　Life(生 活 の 質)を 考 え る た め に必 要 な 、 本 質

的 な もの で あ る と い う意 見 と(2)健 康 の 定 義 の 変 更 は

基本的な問題であるので、 もっと議論が必要ではないか

との意見の両方が出された。Dynamicに ついては、「健康

と疾病は別個の ものではなく連続 したものである」とい

う意味づけの発言が同理事会でなされている2)。

図1医 学の機能領域

健康 に関連 した学部に医学や看護学などがある。図1

は対象とする領域によって医学 を分けたのもである。解

剖学、生理学、生化学、病理学、細菌学などが基礎医学

で、内科学、外科学、耳鼻咽喉科学などが臨床医学、衛

生公衆衛生学、予防医学、環境保健医学、地域保健科学
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などが公衆衛生学である。看護学の場合、基礎看護学は、

看護に共通する基礎的理論、看護実践の基礎 となる援助

技術、健康状態を把握するための方法などを学ぶ看護学

の礎 となる領域で、「基礎」のニュアンスが医学と異なる。

成人看護学、老人看護学、母性看護学、小児看護学、精

神看護学などの臨床看護学が臨床医学に相当 し、地域看

護学が公衆衛生学に相当する。公衆衛生学や地域看護学

は地域に生活 している人々の健康問題 と深 く関わってい

る。

アメリカのWinslowC.E.A.(1877-1957)は 公衆衛生

学 を 次 の よ う に 定 義 し て い る3)。
 "Public Health is the

science and art of preventing disease, prolonging life and 

promoting physical and mental health and efficiency through

organized community efforts" (公衆衛生とは、共同社会の

組織的な努力 を通 じて、疾病 を予防 し、寿命を延長 し、

身体的 ・精神的健康 と能率の増進をはかる科学であ り、

技術である)。すなわち、すべての人々が健康な生活を送

るために、病気を未然 に予防するための科学と技術のこ

とである。これは1920年 の定義 に若干の変更 を加 え、

1949年 に発表 したものであるが、今 もアメリカでゆるぎ

ない地位を占めている。具体的内容 として、環境保健、

疾病予防、健康教育、健康管理、衛生行政、医療制度、

社会保障などをあげている。

取 り入れ、地球の物質(土 地、空気、水)を 取 り入れ、

互いに影響 し合いながら、生存 している様子を表 してい

る。地球上の生物は、生産者と消費者 と分解者がひとつ

の輪を作 っており、物質がその中で循環 している。生産

者 とは生態学では緑色植物の ことで、太陽の光エネル

ギーを取 り入れて、水 と二酸化炭素か ら有機物を合成 し、

光エネルギーを化学エネルギー として固定する。消費者

とは草食動物や肉食動物のことで、植物の作った有機物

中の化学エネルギーを利用 して生 きている。分解者 とは

土壌微生物のことで、動植物の排泄物や死骸 を二酸化炭

素 と水 と栄養塩類 に分解 して、大気中や水中や土壌中に

戻 し、再び植物の光合成に利用される。このように物質

は常に循環 している。食べる食べ られるという関係で見

ると、そこに鎖(食 物連鎖)あ るいは網(食 物網)が 形

成されている。太陽の光エネルギーは植物によって有機

物中の化学エネルギーに変換 され、 ヒトを含めたあ らゆ

る動物は植物が作 った有機物中の化学エネルギーを利用

して、最終的には熱エネルギー として大気 ・宇宙へ と放

散 している。このように動物は植物 を介 さないとエネル

ギーは得 られない。我々の健康、ひいては生存がこの安

定 した生態系に支えられていることを十分に認識する必

要がある。

2.生 態 学 と 疫 学

生 態 学(ecology)は ドイ ツ の 生 物 学 者Emst　 Haeckelに

よ り1869年 に提 唱 さ れ た 語 で あ る。 ギ リ シ ャ語 の 「家 」

あ る い は 「生 活 の場 」 を意 味 す るoikosに 由 来 し、 「生 物

とそ の 環 境 との 相 互 関係 の 科 学 」 と定 義 され 、 生 物 学 の

一 分 科 で あ る4)
。生 態 学 で は 、図2に お い て 、右 側 の 生 物

的 要 素 で あ る個 体 、個 体 群(population)、 群 集(community)

と非 生 物 的 構 成 要 素(物 質 、 エ ネ ル ギ ー)の 相 互 関 係 か

らな る系(system)す な わ ち個 体 系 、個 体 群 系 、 生 態 系

が 主 な研 究 対 象 とな る 。 生 物 を人 間 に 限 れ ば 「自 然 の 物

的 基 礎 の 上 に 人 間 集 団(Human　 population)が 他 の 生 物

種 と共 存 して い く相 互 関 係 の総 体 を研 究 す る学 問 」 と な

り、 人 類 生 態 学(Human　 ecology)と な る。

図2生 物学のスペク トル(階 層構造)

(ER.オ ダム,1971年 を一部改変)

図3は 地球 という非生物的構成要素の上に、種 々の動

植物の個体群が群集を形成 し、太陽からのエネルギーを

図3 閉 じ た 系(Ecological　 cycle)

一方、疫学は 「人間集団を対象 として人間の健康及び

その異常の原因を宿主、病因、環境の各面から包括的に

考究 し、その増進 と予防をはかる学問である」 と定義さ

れている5)。疫学は、は じめ主に急性伝染病 を対象とし

たが、その後、慢性伝染病や非感染症へ と応用範囲を広

げ、 さらに栄養不足、肥満、傷害、自殺 などの健康異常

にその対象を広げている。 しか し、人間は健康であるの

が本来の姿であるとすると、それをゆがめる要因を特定

し排除すること、すなわち 「健康の疫学」が疫学の重要

な目的となるものと考える。
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生物的環境要因

ウイルス、細薗、リケッチア、薗類.原虫頬など。感染源動物.雄介動物など.

物理 ・化学的環境要因

温度、湿度、気流、鶴外線、赤外線、放射線、騒音、振動、
超音波、低 圧、高圧。栄養素 、金属、化学物質。

気流、気候、季節、地質、高度、緯度。大気、水、土壌、河川。

社会的環境要因

人 ロ密度 、移 住 な ど、職業 ・職種 、宗教 、風俗 、習慣 、婚姻状況

。住居 、 交通。 医療機関、福 祉機関。教育 、 収 入、

栄 養状 態。戦 争 、自然災害。 致 治体制 。都市 、農村 、漁 村、山 村.家庭。

生活習慣

食生話(食塩過馴掻取、食事遇刷、熱い飲食物、織維の少ない食事、
高脂訪食)、嗜好贔(喫煙、飲猶)、運動、休養、レクリェーション、
ストレスマネージメント。

宿主要因

性、年齢、人種、遺伝子、免疫、形態学的特徴、機能的特徴、
姓格、性質、自然抵抗性、獲得免疫。

図4人 とその環境

栄養状態、

疫学の目的である人間集団の健康増進を図 り、健康異

常を予防するためには図4に 示 した 「人とその環境」に

ついて認識す ることが重要である。この図は性、年齢、

人種、遺伝子 などの宿主要因を持った人間が生物的、物

理 ・化学的、社会的環境要因などあらゆる環境に囲まれ、

食生活、嗜好、運動などの種々の生活習慣(ラ イフスタ

イル ・行動)を 持ちなが ら生活 している様子 を表 してい

る。人間と環境 ・習慣のバ ランスが保たれている場合は

健康 に生活でき、バランスが崩れると不健康状態になり、

極端な場合は死に至る。人間、環境、習慣は互いに影響

し合い、バ ランスは常に動的状態にある。慢性疾患のよ

うに原因が特定 されない疾患の場合は多数の要因が複雑

に絡み合って発生する とい う疾病発生の多要因原 因説

(multifactorial　causation　theory　of　disease)をこの図の中で

考えることになる。

がん検診など二次予防を中心 としたものから、2000年 か

らの第4次 計画では 「重点事項」 として「生活習慣改善

を通 じた疾病予防対策の推進」があげ られ、一次予防に

重点が置かれるように変わってきた。医療の重点 も病院

を中心 とした従来の治療から、地域で健康に生活 してい

る住民 を対象 として、宿主－環境 ・習慣のバランスに視

点を置いた生活習慣の改善やそれに向けた健康教育がま

すます重要になって くる。

4.予 防医学のス トラテジー7)

疾病の捉え方に、一定の診断基準 に従って、治療 を必

要 とするもの(患 者)と 必要でないもの(健 康者)に 二

分する考え方がある。例 えば血圧の場合、ある値 を境 に

高血圧者 と正常者に分け、高血圧者は治療 し、正常者は

治療 しない。しか し血圧の分布は連続的で、二つに分か

れた(二 峰性)分 布ではなく、一峰性の連続分布である。

リスクも連続的である。リスクがあるかないか(質 的)

ではなく、量的に増加するということである。

3.疾 病の自然史と予防水準

あ る疾病の発症か ら完結 までの経過 を疾病の 自然史

(national　history　of　disease)と い う。宿主(人 間)と 環

境、習慣の関係が良好に保 たれ、恒常性が保 たれている

時期を前病理変化時期 という。 この恒常性が崩れ病的状

態が進行すると病理変化時期(前 臨床期、臨床期、後遺

期)と なる。 レベルとクラークはこの疾病の進展状況に

対応 して第一次予防(健 康教育、生活習慣の改善 を中心

とした健康増進と各種疾患を対象 とした特異的予防)、第

二次予防(集 団検診 を中心 とした早期発見 と早期治療)、

第三次予防(後 遺症の予防 とリハビリテーション)に 分

け、それぞれ適切な予防手段を講ずるべ きであると提唱

した6)。従来の予防の中心 は第二次予防に重点が置かれ

ていたが、がん、心疾患、脳血管疾患など近年わが国に

多 くみられる疾患は長年にわたる環境、習慣のアンバラ

ンスが原因であることから、生活習慣の改善を中心 とし

た第一次予防に重点 を置 くようになってきた。すなわち

老人保健法に基づ く保健事業(40歳 以上 を対象)で は、

図5予 防医学のス トラテジー一

図5は あるリスクの連続分布を示 したものである。たと

えば脳卒中のリスクとして血圧を考えれば、血圧値が低

い ものから高いものまで連続的に分布 し、血圧の高いも

のは脳卒中を発症する危険(リ スク)が 高いということ

でハイリクスグループと呼 ばれる。

予防医学の戦略(ス トラテジー)と して 二つの方法が

ある。対象 として疾患の発生 しやすいハイリスクグルー

プに絞 り込んだ戦略をハイリスク・ス トラテジーという。

この戦略の利点は個人への適切な介入が可能 なこと、費

用－効果分析の点で有効なことなどがあげられる。弱点

は関係する個人に対策が限られるため、一時的、局地的

であることである7)。一方、集団全体にリス クが広 く分

布 している場合、対象を一部に限定 しないで、集団全体

を対象 とする戦略をポピュレーシ ョン ・ス トラテジーと

い う。この戦略の目的は、食生活、運動、喫煙、飲酒あ
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るいは一般的環境が疾病の発生要因となっている場合、

これらの要因をコン トロールすることによって、集団に

おける疾病の発生率を低下させることにある。疾病要因

としての生活習慣 は個人の選択が大きく影響するが、同

時に社会的にも条件付けられるものである。社会全体 に

広がっている問題 を解決するには幅の広い対策、すなわ

ち集団を対象 とした対策(ポ ピュレーション ・ス トラテ

ジー)が 必要である7)。

先に 「日本人の食塩摂取量目標値 を1日 あた り5g位

と改定 した らどうか」という意見を述べたことがある8)。

1987年 のわが国の食塩摂取量は平均値が11.7gで 、正の

歪みのある分布で、62.6%が10gを 越えていた9)。当時の

厚生省の示 していた1日 あた り 「10g以 下」 という目標

値 について、栄養指導者は10gを 上限と取るよりは、む

しろ中心ない し適正 と理解 している傾向がみ られた10)こ

とから、目標値10g以 下を達成するためには、 目標値を

「5g位 」 と改定する必要があることを提案 した。この

論文のあとにLetters　to　the　Editorが 設け られ、当時の自治

医科大学公衆衛生学教室の柳川 洋氏 との討論が掲載さ

れている。柳川 洋氏は 「10g以 下 という目標 を掲げた

場合、第一のステップとして10gを 越える人たちに重点

を置いた指導 を行い、これらの対象者が10gに 近づいた

ら、次のステップとして10g前 後の人たちを指導 しては

どうか。……1日 に20g以 上 もの食塩を摂取 している人

たちこそ最 も重要な保健指導の対象者である」 との意見

を1991年10月4日 に述べた。これに対 して小生は 「血圧

値 を上昇 させる食塩摂取量の閾値が3～5g/日 と思わ

れるという見解 を根拠にすれば、10gを 越える人たちが

10gに 近づ くのを待って、次 に10g前 後の人たちを指導

する方法では、その待っている間に、10g前 後の人たち

を高血圧のリスクにさらす ことになると考える。目標摂

取量を5g位 と改定 した場合、度数分布にみられる大 き

な塊である10g前 後の人たちにも減塩指導が可能 とな

り、日本人全体の食塩摂取が低 い方に動 くことが期待 さ

れ る」 と1991年11月27日 に回答 した。GeoffreyRoseが

「予防医学のス トラテジー」7)を 執筆 していた頃(こ の

本は1992年 に英文出版され、1998年 に翻訳書が 日本で出

版 された)、LetterstotheEditorで 高血圧のリスクである

食塩の過剰摂取を減らすには、ハイリスク・ス トラテジー

とポピュレーション ・ス トラテジーのどちらが有効かを

議論 していたことになる。

5.プ ライ マ リ ・ヘ ル ス ・ケ ア とヘ ル ス ・プ ロ モー シ ョン

世 界 の 国 々 の 人 々 の健 康 に 関 す るWHOの 宣 言 に、 プ

ラ イ マ リ ・ヘ ル ス ・ケ ア(PrimaryHealthCare)11)と ヘ ル

ス ・プ ロ モ ー シ ョン(HealthPromotion)12)に 関 す る もの

が あ る。 プ ラ イ マ リ ・ヘ ル ス ・ケ ア は1978年9月6-12

日 に 旧 ソ連 の アル マ ・ア タ(Alma-Ata)でWHOとUNICEF

が 共 催 で 開催 した 国際 会 議 で採 択 され た 「ア ル マ ・ア タ

宣 言(DECLARATIONOFALMA-ATA)」 に 述 べ ら れ て

い る  The  International Conference on Primary Health Care,

meeting in Alma-Ata this twelfth day of September in the 

year Nineteen hundred and seventy-eight, expressing the 

need for urgent action by all governments, all health and 

development workers, and the world community to protect 

and promote the health of all the people of the world, hereby

makes the following Declaration:" (プ ラ イ マ リ ・ヘ ル ス ・

ケア国際会議は1978年9月12日 アルマ ・アタに会 し、世

界中のすべての人々の健康 を保持 し、増進するため、す

べての政府、保健 ・開発従事者、並びに全世界の地域住

民による迅速な行動が必要であることを指摘 し、ここに

次のように宣言する)と いう序文で始まっている。プラ

イマ リ ・ヘ ルス ・ケア を 「自助(self-reliance)と 自決

(sdfdete㎜ination)の 精神にのっとり、地域社会または

国家が地域社会の個人または家族 の十分な参加 によっ

て、彼 らが普遍的に利用で きる実用的で科学的に適正で、

かつ社会的に受け入れ られる手段 と技法に基づいた欠 く

ことのできないヘルス ・ケアのことである」 と定義 して

いる。具体的には健康教育、食糧の供給 と適正な栄養摂

取の推進、安全な水の供給 と環境衛生、母子保健 と家族

計画、主要な伝染病に対する予防接種、地方流行病の予

防と対策、一般的な疾患 と傷害の適切な処置、必須医薬

品の準備などがあげられている。そ して、「2000年までに

すべての人々に健康 を」(Healthforallbytheyear2000:

HFA/2000)を めざした。

ヘルス ・プロモーションは1986年11月21日 、Ottawaで

開催 されたWHOの 国際会議で提 唱され たオ タワ宣言

(OTTAWA　 CHARTER　 FOR　HEALTH　 PROMOTION)の

中にみ られ る。序文には次の ように述べ られている。
 "The first International Conference on Health Promotion

, 

meeting in Ottawa this 21 st day of November 1986 , hereby 

presents this CHARTER for action to achieve Health for All 

by the year 2000 and beyond. This conference was primarily 

a response to growing expectations for a new public health 

movement around the world. Discussions focused on the 

needs in industrialized countries, but took into account 

similar concerns in all other regions. It built on the progress 

made through the Declaration on Primary Health Care at 

Alma-Ata, the World Health Organization's Targets for 

Health for All document, and the recent debate at the World

Health Assembly on intersectoral action for health" (第 一 回

ヘ ル ス ・プ ロ モ ー シ ョン 国 際 会 議 は1986年11月21日 オ タ

ワ に会 し、「2000年 まで 、そ して そ れ以 降 もす べ て の 人 々

に健 康 を」 を達 成 す る た め の 活 動 に寄 与 す べ く、 この 憲
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章を提出する。この会議は世界的に膨 らみつつある新 し

い公衆衛生運動への期待 にこたえるための初めての応答

であった。討議 は先進諸国のニーズに焦点がおかれたが、

他のすべての地域における同様の関心を考慮 した。それ

は、アルマ ・アタでのプライマリ ・ヘルス ・ケアに関す

る宣言、「すべての人々に健康を」のためのWHOの 到達

目標、健康のための部門を越 えた活動に関するWHO総

会の最近の討論 などを通 してなされた進展の上に築かれ

たものである)。

ヘルス ・プロモーシ ョンとは人々が 自らの健康 をコン

トロール し、改善することができるようにするプロセス

であ り、個人が健康を増進する能力を備えることと個人

を取 り巻 く環境 を健康 に資するように改善することを柱

としている。前者の実現のために、地域活動の強化 と個

人技術の開発 を上げ、後者の実現のために、健康的な公

共政策づ くり、健康を支援する環境づ くり、ヘルスサー

ビスの刷新をあげている。

6.生 活習慣病対策

「生活習慣病」という言葉は、1996年 に厚生省の諮問機

関である公衆衛生審議会が使った言葉で、「生活習慣 を改

善することにより、疾病の発症や進行が予防できる」 と

いう疾病の捉 え方を示 したものである。運動不足、過剰

のアルコール摂取、喫煙、食塩の過剰摂取など、ごく普

通に見 られるこれらの生活習慣 を長 く続けていれば、糖

尿病、高血圧、心臓病、ガンなど命取 りになる病気にか

かるリスクが高 くなる。わが国では昔、肺炎や結核のよ

うな感染症が多かったが、近年、これらの病気が減少 し、

普段の生活習慣 に原因がある病気が流行 している。生活

習慣 は社会的、文化的、経済的要因によって、時間的、

地域的に変化する。人の習慣形成は幼児期からの周囲の

環境や習慣 に大 きく影響されるものと考える。そ して一

度でき上が った習慣は容易に変えられないことも事実で

ある。

生活習慣 を変える行動変容 はJ.0.Prochaska13)に よる

と、無関心期(予 測可能な段階で行動 を起こす気のない

人)、関心期(向 こう6ヶ 月間に行動 をとる意図のある人、

変容の犠牲 とメリットについて葛藤 し、悩んでいる人)、

準備期(リ スクに対 して現実的な理解 を持っている人)、

実行期(外 から見て表現される段 階で、一番努力を要す

る時期、6ヶ 月)、継続期(6-12ヶ 月努力の続行必要)

の段階を経る。問題は知識があっても行動が伴わない弱

い人間を良い方向に向ける方法の開発が重要である。生

活習慣病のようにある地域全体 にリスクが蔓延 している

場合は、健常者 とハイリスクグループの両方を視野に入

れる必要がある。すなわち、ポピュレーション ・ス トラ

テジーが重要である。また、行動変容 を効果的にするた

めには、ヘルス ・プロモーションにおける二つの柱すな

わち、個人が健康 を増進する能力 を備えることと、個人

を取 り巻 く環境 を健康に資するように改善することが重

要である。

生活習慣 としての運動不足、過剰のアルコール摂取、

喫煙、食塩の過剰摂取などはわが国では、特 に男性には

よ く見 られる習慣である。特に喫煙はリスクの最たるも

のである。肺ガンの死亡率は1日 の喫煙本数が増えると

直線的に上昇する。また喫煙開始年齢が低いほどその危

険が大 きい'4)。WHOは1988年4月7日 を第1回 世界禁煙

デーと定め、"Tobacco　or　health:choose　health"(た ばこか

健康か:健 康を選ぼう)を スローガンに掲げ、禁煙対策

を呼びかけた。スローガンは毎年改められ、2000年 、第

13回 は"Tobacco　kills-Don't　be　duped"(そ の一一本、みんな

の 命、け ず られ る)、2001年 、第14回 は"Second-hand

smokekills.Let'scleartheair"(吸 わない人にも命取 り.き

れいな空気の中で生 きよう)で ある。

しか し、わが国の禁煙対策は諸外国とは異なり、数十

年遅れている。たばこ事業法、第一条に 「この法律は、

たばこ専売制度の廃止に伴い、製造 たばこに係る租税が

財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこ

の原材料 としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並

びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関 し所要の調

整を行 うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展 を

図 り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全

な発展 に資することを目的 とする」 とあり、国民の健康

より経済を優先 している。厚生省の 「健康 日本21」 の原

案では、「成人喫煙率を全体 として男女とも半減する」、

「国民一人あた りのたばこ消費量 を半減 させる」 という

項目が入っていたが、たばこ業界の猛反対 に合い、厚生

省はその圧力に屈 し、「半減」 とい う目標値 を撤廃 し、

「知識の普及」 に変更 した。国民の健康 をまもるという

役割 を放棄 したことになる。

たばこの警告表示 も日本は甘い。諸外国のタバ コ警告

表示15)をみると、USAの 「煙はがん、心臓病、肺気腫、

妊娠障害などの原因になる」、「妊婦の喫煙は胎児障害、

未熟児 ・低体重児出産を引 き起こす惧れがある」、カナダ

の 「たばこ煙 はあなたの子 どもに有害である」、「シガ

レットは致命的な肺疾患の原因である」、「シガレットは

がんの原因となる」、欧州連合(EU)の 「喫煙はがんの

原因となる」、「喫煙は心臓病の原因となる」、オース トラ

リアの 「喫煙は依存症 をもたらす」、「あなたの喫煙が他

人を傷つけることがある」、カンボジアの 「1998年法 によ

り、喫煙 は健康に有害である」、中国の 「1992年法によ

り、喫煙は健康に有害である」、香港の 「喫煙は死 をもた

らし得 る」、イン ドネシアの 「1991年法 によ り、喫煙は健

康に有害である」、韓国の「1994年改正健康増進法により、
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喫煙はがんその他の疾病の原因 とな り、 とりわけ妊婦 と

青少年に有害である」、シンガポールの 「喫煙は死を招

く」、「喫煙 はあなたの家族 に有害である」、タイの 「喫

煙は肺がんの原因となる」、「喫煙は胎児に害を及ぼす」

などに比べれば、わが国の注意表示 「あなたの健康を損

なうおそれがあ りますので吸いすぎに注意 しましょう」

(たばこ事業法施行規則、第三十六条2)は 意味が不明

確である。 この表示では 「吸いすぎに注意すれば健康 を

損なうおそれはない」 と解釈で きる。では、どの程度が

吸いすぎなのかとい う疑問が残る。

世界の喫煙 に関する動 きとして、WHOの191の メン

バー国は、世界初の法的拘束力を伴 う健康条約、「たばこ

規制国際枠組み条約」(FCTC)の 交渉 を始めた16)。こ

の条約は 「世界の国々と人々を、たばこ関連の死亡 と疾

病よる膨大な健康上及び社会的出費から守る」ものであ

る。「あなた とあなたの団体が人々を受動喫煙から守るた

めに行動 を起 こすことが,枠 組み条約の交渉への大 きな

助けになる」 と述べている。

国内のニュースとしては、青森県深浦町議会は2001年

3月12日 、タバ コ自動販売機の適切な設置及び管理に関

する条例が採択 された17)。未成年者喫煙 を助長 している

屋外 タバ コ自動販売機を禁止するという日本では画期的

な条例である。

青森県五所川原保健所で妊婦の喫煙状況調査が行わ

れ、東奥 日報18)に記事が出た。「胎児に迫る煙の脅威、

4人 に1人 が妊娠中も喫煙」 というタイ トルであった。

五所川原保健所管内西北五14市 町村で1999年 度中に妊娠

の届け出のあった1203人 について調査 した結果、たばこ

を 「吸 う」 と回答 した妊婦は303人 で、喫煙率は25.2%

であった。また1203人 のうち、980人の妊婦の同居者(夫 、

両親、兄弟 など)が喫煙 してお り、喫煙率は81.5%で あっ

た。この調査は西北五地方の乳児死亡率や新生児死亡率

が青森県内で も高 く、その改善に向けた実態把握の一環

として行われたものである。「妊婦の喫煙は胎児障害、未

熟児 ・低体重児出産を引 き起 こす惧れがある(USA)」 、

「妊娠 中の喫煙 はあなたの赤ん坊 に有害である(カ ナ

ダ)」、「喫煙 は周囲の人々の健康を害する(カ ナダ)」「喫

煙 はあなたの家族 に有害である(シ ンガポール)」という

警告表示があったら、妊婦や同居者はたばこを吸うだろ

うか。たばこを放置 している国の責任 は重い。

健康 の条件について身近な ものについて述べ てきた

が、我々の健康、ひいては生存は安定 した生態系に支え

られていることを再度、強調 してお く。
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